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１．大阪湾沿岸海岸保全基本計画の変遷（第2回審議会資料の再掲） 1

 「海岸保全基本計画」は、海岸法第二条の三で、「海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本的な方
針（以下、海岸保全基本方針）」に基づき、都道府県知事が定める海岸保全区域等に係る海岸の保全に関
する基本計画である。

 自然的特性や社会的特性を踏まえた沿岸の長期的なあり方、海岸の「防護」・「環境」・「利用」に関す
る取り組み、および海岸保全施設の整備に関する基本的な事項を定めたものである。

 大阪府・兵庫県では、海岸保全基本方針に基づき、大阪湾沿岸海岸保全基本計画を策定している。

平成11年
海岸法の改正

平成14年8月
大阪湾沿岸海岸保全基本計画（策定）

平成23年3月 東日本大震災
平成23年9月 中央防災会議
「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会報告」

【改正のポイント】

・防災・減災対策の強化

・比較的発生頻度の高い津波を防護目標

・想定を超える津波に対する粘り強い構造を推進

・海岸保全施設の老朽化への早急な対策

平成12年5月
海岸保全基本方針の策定

令和8年3月
大阪湾沿岸海岸保全基本計画（変更）

【変更のポイント】

・比較的発生頻度の高い津波に対しての防護

・想定を超える津波に対する粘り強い構造の

堤防の整備の推進

・予防保全の考え方に基づいた計画的かつ効

果的な海岸保全施設の維持又は修繕の推進

平成28年4月
大阪湾沿岸海岸保全基本計画（変更）

令和2年6月

【兵庫県高潮対策10箇年計画】

令和3年9月
大阪湾沿岸海岸保全基本計画（変更）

【変更のポイント】

・海岸保全を気候変動による影響を明示的

に考慮した対策へ転換

令和2年7月 「気候変動を踏まえた
海岸保全のあり方」提言

平成26年6月
海岸法の一部改正

平成27年2月
海岸保全基本方針の変更

令和2年11月
海岸保全基本方針の変更

【海岸法】 【海岸保全基本方針】 【海岸保全基本計画】
（国） （大阪府・兵庫県）

・津波の防護に関する事項を明記

・維持又は修繕に関する事項を明記

今回審議

平成30年台風第21号の発生を踏まえた整備内容等の一部変更

・これからの津波対策の考え方として二つのレベルの津波を想定

・RCP2.6（2℃上昇相当）を前提に、影響予測を
海岸保全の方針や計画に反映し、整備等を推進

・平成30年9月台風第21号をはじめとする近年の
水害は今後の気候変動に伴う高潮等の水災害の
頻発化・激甚化を懸念させるものである



２．全体スケジュール 2

 審議会・部会における検討フロー、検討内容を以下に示す。

 本審議会（第3回）では、パブリックコメントおよび関係市町照会結果の報告を行い、海岸保全基本計画
（変更成案）について審議を行う。

計画値の設定方針・
検討条件等の設定

• 防護水準（外力）の設定について
• 計画天端高の設定方針について

基本計画変更に
係る検討方針

計画諸元（計画天端高）の設定（案）

• 部会の検討結果報告
• 海岸保全基本計画（変更原案）の提示

大阪湾沿岸海岸保全基本計画の変更

第1回審議会 第1回部会(令和5年12月1日)

第2回部会（令和6年7月2日）

第3回部会（令和7年1月31日）

第2回審議会（令和7年3月25日）

R7年度末

パブリックコメント

第3回審議会（令和8年1月22日）

部会審議会開催時期

・計画値の設定方針の概
要（案）

・潮位条件（案）
・検討対象とする台風擾

乱（案）
・気候変動を踏まえた高

潮・波浪推算（案）
・津波条件（案）
・計画天端高の設定方針

（案）

第1回

・海岸保全基本計画変更
の背景

・大阪湾沿岸（大阪府
域）の課題・対応方針

・現行の海岸保全基本計
画の概要

・大阪湾海岸保全基本計
画の変更項目（案）

・検討スケジュール案

第1回12/1
R5

年度

・防護水準（外力）の設
定について

・計画天端高の設定方針
について

第2回7/2

R6
年度

・計画諸元（計画天端
高）設定（案）

第3回1/31

・部会の検討結果の報告
・海岸保全基本計画（変

更原案）の提示
第2回3/25

パブリックコメントおよび関係市町照会の実施

R7
年度

・パブリックコメント結
果および関係市町照会
結果の報告

・海岸保全基本計画（変
更成案）の提示

第3回1/22

• 海岸保全基本計画（変更成案）の提示



３．第２回審議会の委員意見と対応 3

 第2回審議会における委員意見を踏まえ、海岸保全基本計画（変更原案）の見直しを行い、気候変動の影響を踏まえた海岸保
全基本計画（変更成案）を作成した。

計画書の対応該当項目意見内容No

記載内容の修正参考資料
• 平均海面水位の上昇について、「日本の気候変動2020」を出典としているが、近日中に「日本の気候変動

2025」が公表されるため、記載内容を最新のものに更新しておくほうがよい。
1

記載内容の修正
海岸の防護に関

する事項

• これまでの侵食対策は、侵食傾向が確認されてから対策検討を行っており、対策が追い付かないことが
あったが、令和2年の海岸保全基本方針ではあらかじめモニタリングを行ったうえで将来変化の予測に応
じて「順応的砂浜管理」を行うということが追加された。海岸保全基本計画においても、この趣旨を反映
した調査内容を追記した方がよい。

2

記載内容の追加
海岸の現況及び
保全の方向に関

する事項

• 環境面において、平均海面水位の上昇によって砂浜・干潟は現在よりも厳しい状況になっていく可能性が
ある。このような危機感を認識していることを反映してはどうか。3

変更なし
今後の取り組み
にあたっての留

意事項

• 砂浜の問題は海岸エリアだけではなく、流域の土砂管理の問題として、関係機関や周辺地域と連携して検
討していく必要がある。4

変更なし
海岸の防護に関
する事項等

• 検討部会では防護面から堤防の高さを議論したものであるが、実際の整備にあたっては、面的防護の可能
性をはじめ、環境・景観・利用面等の諸々の立地条件に配慮して各地先で対策を考えていってほしい。

5

変更なし
海岸の防護に関
する事項等

• 近年のインバウンド増加に伴い大阪湾でも海外からの利用者が増加しており、地域に根付いた特徴ある歴
史・文化が観光資源として重宝されている。海岸保全施設の整備にあたっては、このような観光資源、生
活文化との調和にも十分配慮する必要がある。

6

記載内容の修正
海岸の防護に関
する事項等

• 海岸保全施設整備にあたって「多段的な対策も検討」とされているが、一般の人が見た際に「多段的」と
いう表現がわかりづらい可能性がある。

7

記載内容の追加
海岸保全施設の
新設又は改良に
関する事項

• 多段的な対策について、構造物の形状によっては、段階的に整備することがトータルでコストアップにな
ることも考えられる。すなわち、経済的な観点から先行投資が優位となる場合もあるので、将来のコスト
も見越して柔軟な対策をしていく必要がある。

8

記載内容の追加
参考資料

• 気候変動に関するモニタリングにおいて、平均海面水位の上昇は潮位の継続的な計測でモニタリングでき
るが、台風の強大化については、確率的な要素があるため単純な計測では把握できないことを留意事項と
して示しておくとよい。

9

記載内容の追加
参考資料• 平均海面水位をモニタリングするためには、潮位観測に加えて地盤高の変動、特に潮位観測所付近の地盤

高については継続的に監視していく必要がある。
10

変更なし‐
• 港湾施設の岸壁と比べ、漁港施設の岸壁は古いものが多く天端高が低いため、高潮等による浸水が発生し

やすい状況である。今後は同程度の安全性を確保するため、防波堤や岸壁の嵩上げも考えてもらいたい。
11

第2回審議会における委員意見の一覧表



第2回審議会終了後
大阪湾沿岸海岸保全基本計画（変更原案）

第2回審議会提示
大阪湾沿岸海岸保全基本計画（変更原案）

３．第２回審議会の委員意見と対応 4

対応頁意見への対応意見内容No

参考資料編ご指摘のとおり修正

• 平均海面水位の上昇について、「日本の気候変動2020」を出典
としているが、近日中に「日本の気候変動2025」が公表される
ため、記載内容を最新のものに更新しておくほうがよい。

1

第2回審議会における委員意見とその対応（1/11）

参考資料 の記載内容 参考資料編 の記載内容

：該当箇所



第2回審議会終了後
大阪湾沿岸海岸保全基本計画（変更原案）

第2回審議会提示
大阪湾沿岸海岸保全基本計画（変更原案）

３．第２回審議会の委員意見と対応 5

対応頁意見への対応意見内容No

変更原案
P40

砂浜モニタリングの記載に加え、
「予測を重視した順応的管理」
という文言に変更

• これまでの侵食対策は、侵食傾向が確認されてから対策検討を
行っており、対策が追い付かないことがあったが、令和2年の
海岸保全基本方針ではあらかじめモニタリングを行ったうえで
将来変化の予測に応じて「順応的砂浜管理」を行うということ
が追加された。海岸保全基本計画においても、この趣旨を反映
した調査内容を追記した方がよい。

2

第2回審議会における委員意見とその対応（2/11）

第１編 海岸の保全に関する基本的な事項
2-2 防護の目標を達成するための施策 の記載内容

第１編 海岸の保全に関する基本的な事項
2-2 防護の目標を達成するための施策 の記載内容

画質きれいに

：該当箇所



第2回審議会終了後
大阪湾沿岸海岸保全基本計画（変更原案）

第2回審議会提示
大阪湾沿岸海岸保全基本計画（変更原案）

３．第２回審議会の委員意見と対応 6

対応頁意見への対応意見内容No

変更原案
P29

環境面における気候変動の影響
に対応する文言を追加

• 環境面において、平均海面水位の上昇によって砂浜・干潟は現
在よりも厳しい状況になっていく可能性がある。このような危
機感を認識していることを反映してはどうか。

3

第2回審議会における委員意見とその対応（3/11）

第１編 海岸の保全に関する基本的な事項
1-3-1 大阪湾沿岸の長期的な課題 の記載内容

第１編 海岸の保全に関する基本的な事項
1-3-1 大阪湾沿岸の長期的な課題 の記載内容

：該当箇所



第2回審議会終了後
大阪湾沿岸海岸保全基本計画（変更原案）

３．第２回審議会の委員意見と対応 7

対応頁意見への対応意見内容No

変更原案
P66

現行計画と同じく、計画変更後
も継続して取り組んでいく

• 砂浜の問題は海岸エリアだけではなく、流域の土砂管理の問題
として、関係機関や周辺地域と連携して検討していく必要があ
る。

4

第2回審議会における委員意見とその対応（4/11）

第3編 今後の取り組みにあたっての留意事項 の記載内容

：該当箇所



第2回審議会終了後
大阪湾沿岸海岸保全基本計画（変更原案）

３．第２回審議会の委員意見と対応 8

対応頁意見への対応意見内容No

変更原案
P40,42,44

現行計画と同じく、計画変更後
も継続して取り組んでいく

• 検討部会では防護面から堤防の高さを議論したものであるが、
実際の整備にあたっては、面的防護の可能性をはじめ、環境・
景観・利用面等の諸々の立地条件に配慮して各地先で対策を考
えていってほしい。

5

第2回審議会における委員意見とその対応（5/11）

第１編 海岸の保全に関する基本的な事項
2-2 防護の目標を達成するための施策 の記載内容（p40）

3-1 海岸環境の整備及び保全のための施策 の記載内容（p42）

4-1 公衆の適正な利用を促進するための施策 の記載内容（p44）

：該当箇所



第2回審議会終了後
大阪湾沿岸海岸保全基本計画（変更原案）

３．第２回審議会の委員意見と対応 9

対応頁意見への対応意見内容No

変更原案
P40,42,44

現行計画と同じく、計画変更後
も継続して取り組んでいく

• 近年のインバウンド増加に伴い大阪湾でも海外からの利用者が
増加しており、地域に根付いた特徴ある歴史・文化が観光資源
として重宝されている。海岸保全施設の整備にあたっては、こ
のような観光資源、生活文化との調和にも十分配慮する必要が
ある。

6

第2回審議会における委員意見とその対応（6/11）

第１編 海岸の保全に関する基本的な事項
2-2 防護の目標を達成するための施策 の記載内容（p40）

3-1 海岸環境の整備及び保全のための施策 の記載内容（p42）

4-1 公衆の適正な利用を促進するための施策 の記載内容（p44）

：該当箇所



第2回審議会終了後
大阪湾沿岸海岸保全基本計画（変更原案）

第2回審議会提示
大阪湾沿岸海岸保全基本計画（変更原案）

３．第２回審議会の委員意見と対応 10

対応頁意見への対応意見内容No

変更原案
P39,62

「多段的」という表現から、
「段階的かつ複合的」に修正

• 海岸保全施設整備にあたって「多段的な対策も検討」とされて
いるが、一般の人が見た際に「多段的」という表現がわかりづ
らい可能性がある。

7

第2回審議会における委員意見とその対応（7/11）

第１編 海岸の保全に関する基本的な事項
2-2 防護の目標を達成するための施策 の記載内容

第１編 海岸の保全に関する基本的な事項
2-2 防護の目標を達成するための施策 の記載内容（p39）

第２編 海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
1-2-2 海岸保全施設の整備内容 の記載内容（p62）

第２編 海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
1-2-2 海岸保全施設の整備内容 の記載内容

：該当箇所



第2回審議会終了後
大阪湾沿岸海岸保全基本計画（変更原案）

第2回審議会提示
大阪湾沿岸海岸保全基本計画（変更原案）

３．第２回審議会の委員意見と対応 11

対応頁意見への対応意見内容No

変更原案
P62

「予測結果の確信度の高さや整
備に要する費用も勘案した」と
いう文言を追加

• 多段的な対策について、構造物の形状によっては、段階的に整
備することがトータルでコストアップになることも考えられる。
すなわち、経済的な観点から先行投資が優位となる場合もある
ので、将来のコストも見越して柔軟な対策をしていく必要があ
る。

8

第2回審議会における委員意見とその対応（8/11）

第２編 海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
1-2-2 海岸保全施設の整備内容 の記載内容

第２編 海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
1-2-2 海岸保全施設の整備内容 の記載内容

：該当箇所



第2回審議会終了後
大阪湾沿岸海岸保全基本計画（変更原案）

第2回審議会提示
大阪湾沿岸海岸保全基本計画（変更原案）

３．第２回審議会の委員意見と対応 12

対応頁意見への対応意見内容No

参考資料編欄外に留意事項として追加

• 気候変動に関するモニタリングにおいて、平均海面水位の上昇
は潮位の継続的な計測でモニタリングできるが、台風の強大化
については、確率的な要素があるため単純な計測では把握でき
ないことを留意事項として示しておくとよい。
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第2回審議会における委員意見とその対応（9/11）

参考資料編 の記載内容
第３編 今後の取り組みにあたっての留意事項
参考 の記載内容

：該当箇所



第2回審議会終了後
大阪湾沿岸海岸保全基本計画（変更原案）

第2回審議会提示
大阪湾沿岸海岸保全基本計画（変更原案）

３．第２回審議会の委員意見と対応 13

対応頁意見への対応意見内容No

参考資料編
モニタリングの例の項目に
地盤高を追記

• 平均海面水位をモニタリングするためには、潮位観測に加えて
地盤高の変動、特に潮位観測所付近の地盤高については継続的
に監視していく必要がある。
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第2回審議会における委員意見とその対応（10/11）

参考資料編 の記載内容
第３編 今後の取り組みにあたっての留意事項
参考 の記載内容

：該当箇所



３．第２回審議会の委員意見と対応 14

対応頁意見への対応意見内容No

‐関係部署へ意見内容を周知済

• 港湾施設の岸壁と比べ、漁港施設の岸壁は古いものが多く天端
高が低いため、高潮等による浸水が発生しやすい状況である。
今後は同程度の安全性を確保するため、防波堤や岸壁の嵩上げ
も考えてもらいたい。
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第2回審議会における委員意見とその対応（11/11）


